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（
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方
公
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関
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す
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よ
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労
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組
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い
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、
職
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の
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労
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組
合
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規
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す
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範
囲
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よ
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規

則

消
防
団
の
配
置
定
員
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号

消
防
団
の
配
置
定
員
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

消
防
団
の
配
置
定
員
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
別
区
の
消
防
団
員
の
配
置
の
基
準

本
則
中
「
特
別
区
の
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
」
の
下
に
「
（
昭

和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
六
十
三
号
）
」
を
加
え
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
、
「
消
防
団
の
配

置
定
員
」
を
「
特
別
区
の
消
防
団
員
の
配
置
の
基
準
」
に
、
「
通
り
」
を
「
と
お
り
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
配
置
定
員
」
を
「
配
置
の
基
準
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
式
根
島
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
の
区
域
を
指
定
し
、
及
び
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
当
該
臨
港
地
区
の
分
区
を
指
定
す
る
た
め
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
及
び
当
該
臨
港

地
区
の
分
区
の
案
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

国
土
交
通
大
臣
に
申
し
出
て
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
変
更
を
港
湾
管
理
者
に
求
め
る
こ
と
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

式
根
島
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

臨
港
地
区
の
区
域
の
案

新
島
村
式
根
島
地
内
及
び
地
先

一
・
六
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
別
図
表
示
の
と
お
り
）
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二

臨
港
地
区
の
分
区
の
案

商
港
区

新
島
村
式
根
島
地
内
及
び
地
先
（
別
図
表
示
の
と
お

り
）

漁
港
区

同
右

三

縦
覧
場
所

新
島
村
役
場
総
務
課

新
島
村
本
村
一
丁
目
一
番
一
号

新
島
村
若
郷
支
所

新
島
村
若
郷
一
番
四
号

新
島
村
式
根
島
支
所

新
島
村
式
根
島
二
百
五
十
五
番
地
一
号

四

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間

五

臨
港
地
区
の
区
域
及
び
分
区
の
指
定
予
定
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
一
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
神
湊
港
の
臨
港
地
区
に
つ
い
て
、

当
該
指
定
を
解
除
す
る
た
め
、
当
該
解
除
の
案
を
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
十
月
十
三
日

神
湊
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

臨
港
地
区
の
区
域

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
神
湊
東
の
一
部
及
び
同
字
底
土
の

一
部
で
次
に
示
す
区
域

㈠

神
湊
地
区

次
の
各
線
と
水
際
線
と
に
囲
ま
れ
た
陸
域

イ
線

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
神
湊
東
製
氷
工
場
北

側
道
路
基
標
（
以
下
「
道
路
基
標
」
と
い
う
。
）

か
ら
二
百
七
十
度
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線

ロ
線

イ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
八
度
十
九
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ハ
線

ロ
線
の
終
点
か
ら
二
百
六
十
七
度
四
十
八
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ニ
線

ハ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
九
度
二
十
六
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ホ
線

ニ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
五
度
三
十
二
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

へ
線

ホ
線
の
終
点
か
ら
二
百
六
十
度
十
三
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ト
線

へ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
四
度
海
面
ま
で
引
い

た
線

チ
線

道
路
基
標
か
ら
百
二
十
一
度
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま
で
引
い
た
線

リ
線

チ
線
の
終
点
か
ら
百
九
度
三
十
分
三
十
四
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヌ
線

リ
線
の
終
点
か
ら
零
度
海
面
ま
で
引
い
た
線

㈡

底
土
地
区

次
の
各
線
と
水
際
線
と
に
囲
ま
れ
た
陸
域

イ
線

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
底
土
官
民
境
界
石
Ａ

点
（
以
下
「
Ａ
境
界
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
五
度

五
十
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ロ
線

イ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
三
度
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ハ
線

ロ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線

ニ
線

ハ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
四
度
四
十
一
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ホ
線

ニ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
三
十
分
四
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

へ
線

ホ
線
の
終
点
か
ら
百
八
十
五
度
十
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ト
線

へ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線

チ
線

Ａ
境
界
点
か
ら
八
十
二
度
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線

リ
線

チ
線
の
終
点
か
ら
百
八
十
四
度
三
十
分
二
十
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヌ
線

リ
線
の
終
点
か
ら
百
九
十
二
度
三
十
分
四
十
六
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ル
線

ヌ
線
の
終
点
か
ら
百
七
十
二
度
七
十
三
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヲ
線

ル
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線

二

縦
覧
場
所

八
丈
町
役
場
企
画
財
政
課

八
丈
町
大
賀
郷
二
千
五
百
五
十
一
番
地
二

三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間

四

解
除
予
定
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
二
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
神
湊
港
の
臨
港
地
区
の
分
区
に
つ

い
て
、
当
該
指
定
を
解
除
す
る
た
め
、
当
該
解
除
の
案
を
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

神
湊
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

臨
港
地
区
の
分
区

商
港
区

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
神
湊
東
の
一
部
及
び
同

字
底
土
の
一
部
で
次
に
示
す
区
域

㈠

神
湊
地
区

次
の
各
線
と
水
際
線
と
に
囲
ま
れ
た
陸
域

イ
線

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
神
湊
東
製
氷
工
場
北

側
道
路
基
標
（
以
下
「
道
路
基
標
」
と
い
う
。
）

か
ら
二
百
七
十
度
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い

た
線

ロ
線

イ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
八
度
十
九
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ハ
線

ロ
線
の
終
点
か
ら
二
百
六
十
七
度
四
十
八
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ニ
線

ハ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
九
度
二
十
六
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ホ
線

ニ
線
の
終
点
か
ら
二
百
五
十
五
度
三
十
二
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
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へ
線

ホ
線
の
終
点
か
ら
二
百
六
十
度
十
三
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ト
線

へ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
四
度
海
面
ま
で
引
い

た
線

チ
線

道
路
基
標
か
ら
百
二
十
一
度
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま
で
引
い
た
線

リ
線

チ
線
の
終
点
か
ら
百
九
度
三
十
分
三
十
四
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヌ
線

リ
線
の
終
点
か
ら
零
度
海
面
ま
で
引
い
た
線

㈡

底
土
地
区

次
の
各
線
と
水
際
線
と
に
囲
ま
れ
た
陸
域

イ
線

八
丈
島
八
丈
町
大
字
三
根
字
底
土
官
民
境
界
石
Ａ

点
（
以
下
「
Ａ
境
界
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
五
度

五
十
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ロ
線

イ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
三
度
八
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ハ
線

ロ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線

ニ
線

ハ
線
の
終
点
か
ら
三
百
五
十
四
度
四
十
一
メ
ー
ト

ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ホ
線

ニ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
三
十
分
四
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

へ
線

ホ
線
の
終
点
か
ら
百
八
十
五
度
十
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点
ま
で
引
い
た
線

ト
線

へ
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線

チ
線

Ａ
境
界
点
か
ら
八
十
二
度
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま

で
引
い
た
線

リ
線

チ
線
の
終
点
か
ら
百
八
十
四
度
三
十
分
二
十
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヌ
線

リ
線
の
終
点
か
ら
百
九
十
二
度
三
十
分
四
十
六
メ

ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ル
線

ヌ
線
の
終
点
か
ら
百
七
十
二
度
七
十
三
メ
ー
ト
ル

の
地
点
ま
で
引
い
た
線

ヲ
線

ル
線
の
終
点
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線

二

縦
覧
場
所

八
丈
町
役
場
企
画
財
政
課

八
丈
町
大
賀
郷
二
千
五
百
五
十
一
番
地
二

三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間

四

解
除
予
定
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
十
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

エ
イ
ジ
フ
リ
ー
・
ラ
イ
フ
文

京
湯
島

文
京
区
湯
島
三
丁
目
二
十
一
番
七
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア
ラ
ヴ
ィ
ー

レ
錦
糸
町

墨
田
区
江
東
橋
五
丁
目
九
番
一
号

サ
ピ
エ
ン
ス
祖
師
谷

世
田
谷
区
上
祖
師
谷
四
丁
目
二
十
番

十
三
号

ト
ラ
ス
ト
ガ
ー
デ
ン
等
々
力

世
田
谷
区
等
々
力
七
丁
目
二
十
二
番

十
二
号

ウ
ェ
ル
ケ
ア
ガ
ー
デ
ン
深
沢

世
田
谷
区
深
沢
一
丁
目
三
十
二
番
十

八
号

ウ
ェ
ル
ケ
ア
ヒ
ル
ズ
馬
事
公

苑

世
田
谷
区
上
用
賀
四
丁
目
一
番
八
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
き

わ
ぎ
世
田
谷

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
番
十
号

介
護
老
人
福
祉
施
設
ラ
ぺ
二

子
玉
川

世
田
谷
区
瀬
田
四
丁
目
五
番
五
号

さ
く
ら
ほ
う
む

世
田
谷
区
弦
巻
三
丁
目
三
番
十
七
号

老
人
短
期
入
所
施
設
さ
く
ら

ほ
う
む

世
田
谷
区
弦
巻
三
丁
目
三
番
十
七
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
山
河

杉
並
区
高
井
戸
東
三
丁
目
三
十
番
十

三
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ニ

ー
ヒ
ル
板
橋

板
橋
区
大
原
町
六
番
八
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
癒
し

の
里
西
亀
有

葛
飾
区
西
亀
有
三
丁
目
十
八
番
六
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
三
鷹

げ
ん
き

三
鷹
市
大
沢
四
丁
目
十
番
五
号

ニ
チ
イ
ホ
ー
ム
昭
島
昭
和
の

森

昭
島
市
拝
島
町
四
千
十
七
番
地
一

医
療
法
人
社
団
幸
悠
会
逸
見

病
院

東
村
山
市
萩
山
町
三
丁
目
二
十
六
番

十
六
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
十
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
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に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定

し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

フ
ァ
ミ
ニ
ュ
ー
す
み
だ
文
花

墨
田
区
文
花
三
丁
目
八
番
二
号

有
料
老
人
ホ
ー
ム
応
援
家
族

福
生

福
生
市
志
茂
二
百
九
番
地
一

有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
ん
ぽ
の

家
羽
村

羽
村
市
栄
町
二
丁
目
六
番
地
四

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第

三
条
第
四
号
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
つ
い

て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

東
京
都
労
働
委
員
会

一

地
方
公
営
企
業
の
名
称

東
京
都
下
水
道
局

二

労
働
組
合
の
名
称

㈠

全
水
道
東
京
水
道
労
働
組
合

㈡

東
京
水
道
労
働
組
合

三

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲

勤

務

箇

所

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
者

本
局

次
長
、
技
監
及
び
理
事

部
長
及
び
担
当
部
長

課
長
、
担
当
課
長
及
び
専
門
課
長

総
務
部
総
務
課
課
長
代
理
（
秘
書
担

当
）
、
課
長
代
理
（
秘
書
事
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
庶
務
担
当
）
、

課
長
代
理
（
文
書
担
当
）
、
課
長
代

理
（
法
務
担
当
）
及
び
課
長
代
理

（
調
整
担
当
）

総
務
部
理
財
課
課
長
代
理
（
財
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
財
政
調
査
担

当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
、

課
長
代
理
（
経
営
管
理
担
当
）
、
課

長
代
理
（
政
策
連
携
団
体
担
当
）
及

び
課
長
代
理
（
企
画
担
当
）

職
員
部
人
事
課
課
長
代
理
（
庶
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
人
事
担
当
）
、

課
長
代
理
（
人
事
制
度
担
当
）
、
課

長
代
理
（
服
務
指
導
担
当
）
及
び
課

長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進

担
当
）

職
員
部
労
務
課
課
長
代
理
（
労
務
担

当
）

流
域
下
水
道
本
部

本
部
長
、
部
長
及
び
課
長

流
域
下
水
道
本
部
水
再
生

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

下
水
道
事
務
所

所
長
、
副
所
長
及
び
課
長

水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
森
ヶ

崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー
を
除

く
。
）

セ
ン
タ
ー
長

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

所
長
及
び
次
長

基
幹
施
設
再
構
築
事
務
所

所
長
、
副
所
長
及
び
課
長

四

認
定
年
月
日

令
和
二
年
七
月
七
日

公

告

労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交
付

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
２４年

中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
４９条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示

に
よ
る
交
付
を
行
う
。

な
お
、
交
付
す
べ
き
書
類
は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
に
保
管
し
、
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。

受
領
し
な
い
と
き
は
、
令
和
２
年
１０月

２８日
の
終
了
を
も
っ
て
書
類

の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
２
年
１０月

１３日

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長

金
井

康
雄

記

１
事
件
名

都
労
委
平
成
３０年

不
第
１１号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件

（
ビ
ッ
ク
ア
ッ
プ
住
宅
販
売
事
件
）

２
交
付
す
べ
き
書
類

１
の
事
件
に
関
す
る
命
令
書
（
決
定
書
）

３
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

⑴
申
立
時
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
神
保
町
三
丁
目
２
番
地

９

申
立
人

合
同
労
組
か
け
こ
み
ユ
ニ
オ
ン

執
行
委
員
長

桑
折

昭
信

⑵
申
立
時
の
所
在
地

江
東
区
深
川
二
丁
目
１２番

１
号

被
申
立
人

ビ
ッ
ク
ア
ッ
プ
住
宅
販
売
株
式
会
社

代
表
取
締
役

國
分

保
雄

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２



令和2年10月13日（火曜日）東 京 都 公 報（第17195号） ６
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
２
年
１１月

２
日
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
２
年
１０月

１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

加
々
美

光
子

記

１
事
件
名

平
成
３１年

第
３
号
及
び
平
成
３１年

第
３
号
の
２

府
中
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
２
の
２
号
東
京
八
王
子
線

及
び
国
立
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
３
・
２
号
東
京
八
王
子
線
の

た
め
の
土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
２
年
１０月

２
日
付
裁
決
書
の
正
本

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

住
所

不
明

た
だ
し
、
土
地
の
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
府
中

市
本
宿
５１９５番

地

氏
名

田
中

武

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
府
中
市
西
原
町
三
丁
目
２０番

１６

東
京
都
府
中
市
西
原
町
三
丁
目
２０番

１７

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
２
年
１０月

１３日

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
２
年
１１月

２
日
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
２
年
１０月

１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

加
々
美

光
子

記

１
事
件
名

平
成
３１年

第
４
号
及
び
平
成
３１年

第
４
号
の
２

府
中
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
２
の
２
号
東
京
八
王
子
線

及
び
国
立
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
３
・
２
号
東
京
八
王
子
線
の

た
め
の
土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
２
年
１０月

２
日
付
裁
決
書
の
正
本

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

⑴
住
所

不
明

た
だ
し
、
土
地
の
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
宮
城
県
仙

台
市
御
立
場
町
９６番

地
５

氏
名

田
中

武

⑵
住
所

不
明

た
だ
し
、
土
地
の
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
新

宿
区
新
宿
三
丁
目
３５番

３
号

氏
名

川
村

元

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
府
中
市
西
原
町
三
丁
目
２０番

２１

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
２
年
１０月

１３日

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
２
年
１１月

２
日
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
２
年
１０月

１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

加
々
美

光
子

記

１
事
件
名

平
成
３１年

第
６
号
及
び
平
成
３１年

第
６
号
の
２

府
中
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
２
の
２
号
東
京
八
王
子
線

及
び
国
立
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
３
・
２
号
東
京
八
王
子
線
の

た
め
の
土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
２
年
１０月

２
日
付
裁
決
書
の
正
本
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３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

住
所

不
明

た
だ
し
、
土
地
の
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
新
宿

区
新
宿
三
丁
目
３５番

３
号

氏
名

川
村

元

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
府
中
市
西
原
町
三
丁
目
２２番

３１

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所
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掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
２
年
１０月

１３日
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